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改正会社法の施行に伴う法務省令改正（案）に対する意見 

 

1 役員等の選任議案に関する規定 

会社法施行規則案 74条 4項 3号、74条の 3第 4項 3号 

［意見］ 

・ ここで記載される「役割」は、主として社外取締役の監督機能に着目した役割であ

ることを明確に規定すべきである。 

・ 「当該候補者が社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概

要」について、「『主な』役割」などとすべきである。 

［理由］ 

当協会としては、当該項目を株主総会参考書類の記載事項とすることについて賛成で

ある。もっとも、その内容は、近時のコーポレートガバナンス・コードの趣旨に照らせ

ば、社外取締役のいわゆる助言機能よりも監督機能の観点から会社が（当該社外取締役

候補者の選任理由との関係で）特に期待している役割を記載させることを主に意図した

ものと理解しており、その点を明確に規定すべきである。 

また、社外取締役に「期待される役割」は多数あることが通常であり、それを網羅的

に記載することは現実的でなく、中心的な役割を記載せざるを得ないところ、当該記載

を読んだ株主から、「この社外取締役候補者は、この程度の役割しか期待することがで

きないのか」と否定的に反応されるおそれがある。そのような誤解の可能性について、

会社の自発的な取組みのみ
、、

に委ねるのではなく、省令の規定上も、「『主な』役割」と

することにより誤解のおそれを低減させるべきである。 

 

2 親会社と株式会社との間の当該株式会社の重要な財務及び事業の方針に関する契約等

の内容の概要 

会社法施行規則案 120条 1項 7号 

［意見］ 

同号の「親会社との間の重要な財務及び事業の方針に関する契約等の内容の概要」に

ついて、親会社との間の親会社の役員指名権や一定の行為について親会社の事前の承諾

を必要とする事項等に関する合意が存在する場合だけでなく、かかる合意は存在しない

が、例えば、親会社が策定する役員の選解任に係るグループ全体の方針に基づいて役員

の選解任が行われている場合にも当該グループ全体の方針について開示することが求め

られる趣旨であるかどうかを確認したい。 

［理由］ 

同号は、「重要な財務及び事業の方針に関する契約等」とされているので、株式会社

と親会社との間で何らかの合意があることを前提としてると解される。もっとも、例え

ば、親会社が策定する役員の選解任に係るグループ全体の方針に基づいて役員の選解任

が行われている場合もあるが、このような場合に株式会社と親会社との間で合意がされ



ているか明らかではないこともあると思われる。この点、株式会社と親会社との間で合

意がないとしても、株式会社が親会社が定めたグループ全体の方針の意向を汲んでそれ

に基づいた役員の選解任を行っている場合には、親会社と少数株主との利益相反や少数

株主の利益保護の観点から株主に開示することが望ましいとも考えられるため、会社法

施行規則案 120 条 1 項 7 号において、そのようなグループ全体の方針について開示が求

められる趣旨であるか確認したい。 

 

3 役員の報酬等に関する規定 

(1) 会社法施行規則 98条の 2第 3号 

［意見］ 

同号で株主総会決議の内容とすることが求められる「条件の概要」は、株主が株式報

酬に係る議案の賛否を判断するために重要な株式報酬制度の骨子を記載すれば足りると

いう趣旨であるという理解でよいか。 

［理由］ 

「条件の概要」として何が含まれるかは、株式報酬制度の内容に応じて幅があるもの

と理解している。しかし、たとえばパラシュート条項（合併等の組織再編が行われる場

合は、当初定めた交付時期にかかわらず当該組織再編の効力発生時に株式を交付すると

いう内容の条項で、大多数の会社で導入されている）が存在することについては、現在

の実務においては、報酬制度の細部に過ぎないと整理して、株主総会議案の内容に含め

ないのが一般的である。例えば、このような細目的事項についても「条件の概要」に含

まれるというような解釈が示されると、現在の株式報酬等に係る実務への影響が極めて

大きいため、そのような解釈ではない（あるいは実務における解釈に委ねられる）旨を

確認したい。 

なお、この点は、会社法施行規則案 98条の 3第 6号等に関しても同様である。 

 

(2) 会社法施行規則案 98条の 3第 2号 

［意見］ 

同号で株主総会決議の内容とすることが求められる「一定の資格」とは、新株予約権

の権利行使時に、「株式会社の取締役又は執行役であること」に限定されず、「当該株

式会社又は当該株式会社の子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員等の地位その他

の職位を有していること」も含むという理解でよいか。 

［理由］ 

新株予約権を行使することができる「一定の資格」という文言は、会社法で使用され

ておらず、その意義については解釈に委ねられていると理解している。この点、実務で

は、ストックオプションについて、付与時に取締役又は執行役であった者が、権利行使

時に別の役職（例えば、当該株式会社の従業員や当該子会社の取締役等）に就任してい

る場合もあるため、付与時の役職とは異なるものの、グループ会社内の他の役職を有し



ている限りストックオプションの行使を認めていることがある。そのような場合を想定

して、「一定の資格」とは、新株予約権の権利行使時に、「株式会社の取締役又は執行

役であること」に限定されず、「当該株式会社又は当該株式会社の子会社の取締役、執

行役、監査役又は従業員等の地位その他の職位を有していること」も含むという理解で

相違ないか確認したい。 

 

(3) 会社法施行規則案 121条 5号の 2イ・ロ・ハ 

［意見］ 

・ 同号ロ・ハは削除するか、少なくとも企業内容等開示府令と同一の文言にすべきで

ある。 

・ 同号イは、業績連動報酬の決定方法を十分説明可能な場合には、全ての業績指標を

網羅的に記載することまで求めるものではないことを確認したい。 

［理由］ 

事業報告における取締役の業績連動報酬に関する「業績連動報酬等の額又は数の算定

方法」及び「業績指標の数値」に相当する箇所について、企業内容等開示府令では、

「当該業績連動報酬に係る指標の『目標及び実績』」とのみ
、、

定めている（同府令第二号

様式記載上の注意(57)c）。このように、会社法上の事業報告に記載が求められる事項

が有価証券報告書の記載事項を大きく超える提案となっており、これは、近時議論され

ている事業報告と有価証券報告書の一体的開示の要請に著しく反する。事業報告におけ

る開示内容について有価証券報告書における開示内容との整合性を図るべきことは、法

制審議会会社法制（企業統治等関係）部会でも繰り返し指摘されているところ（同部会

第 18 回会議議事録 13 頁（三瓶委員）、同部会第 17 回会議議事録 15 頁（古本委員）及

び 18頁（梅野幹事）参照）、本提案は同部会のこれらの審議結果を無視するものであっ

て適切ではない。 

また、「業績指標の数値」まで開示させることを要求すると、例えば、特定の事業分

野管掌の業務執行取締役の役員報酬の額が、当該特定の事業分野における対外的に開示

されていない KPI と連動して確定することとなっている場合に、当該の対外的に未公表

の KPIまで開示されることが事実上強制されることとなるため、適切ではない。 

加えて、業績指標は、大小さまざまな要素を設定することも一般的であるところ、有

価証券報告書における開示では「業績連動報酬の決定方法を十分に説明可能な場合に

は、すべての要素を網羅的に記載することを求めるものではありません。」との金融庁

の見解が示されている（金融庁「『企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正す

る内閣府令（案）』に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の

考え方」（平成 31 年 1 月 31 日公表）No57）。事業報告における開示内容についても有

価証券報告書における開示内容と整合性を図るべきである。 

 



(4) 会社法施行規則案 121条 5号の 4 

［意見］ 

同号は、指名委員会等設置会社には適用がないと理解しているが、そのような理解で

よいか。 

［理由］ 

指名委員会等設置会社においては、会社役員の報酬等は報酬委員会の決議で定められ

るため、同号の「定款の定め又は株主総会の決議」は存在せず、同号が適用される余地

はない（空振りとなる）と思われるが、その理解で相違ないかを確認したい。 

 

(5) 会社法施行規則案 98条の 5、121条 6号ロ 

［意見］ 

会社法施行規則案 121 条 6 号ロの「当該方針の内容の概要」は、取締役又は執行役の

個人別の報酬等の決定方針について、会社施行規則案 98 条の 5 に定める方針について 1

つずつ開示することまで求めているわけではなく、同条に定める方針についてまとめて

いわゆる報酬プログラム又は報酬ポリシーとして開示することが許容されることを確認

したい。 

また、指名委員会等設置会社における報酬委員会において決定が義務づけられる執行

役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針（会社法 409 条 1 項）の具体的な

内容は法務省令に委任されていないが、監査役会設置会社（公開会社かつ大会社に限

る）である有価証券報告書提出会社又は監査等委員会設置会社において決定が義務づけ

られる取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針（改正会社法 361 条

7項、改正会社法施行規則 98条の 5）と別異に解する必要はないことを確認したい。 

［理由］ 

監査役会設置会社（公開会社かつ大会社に限る）である有価証券報告書提出会社及び

監査等委員会設置会社に決定することが義務づけられる取締役の個人別の報酬等の決定

の方針（改正会社法 361条 7項）の具体的な内容は、会社法施行規則案 98条の 5におい

て定められている。同条は多くの方針について定めているが、会社によって報酬に関す

る方針の内容は様々であり、同条各号の内容に添った形で方針を決定しているわけでは

ないことに鑑みると、事業報告における会社法施行規則案 121 条 6 号ロの「当該方針の

内容の概要」の開示に当たっては、会社法施行規則案 98条の 5各号に定める方針ごとに

開示する必要はなく、会社が定めた報酬に関する方針の中に同条各号に定める方針が含

まれていれば、それらをまとめていわゆる報酬プログラム又は報酬ポリシーとして開示

することは許容されることを確認したい。 

また、会社法施行規則案 121 条 6 号においては、監査役会設置会社（公開会社かつ大

会社に限る）である有価証券報告書提出会社及び監査等委員会設置会社に決定すること

が義務づけられる取締役の個人別の報酬等の決定の方針（改正会社法 361 条 7 項）だけ

でなく、指名委員会等設置会社の報酬委員会が決定することを義務づけられている執行



役等の個人別の報酬等の決定の方針（会社法 409 条 1 項）についても開示が求められて

いる。この点、この機関設計によって、決定すべき取締役等の個人別の報酬等の決定の

方針の内容に差異はないと考えられるため、指名委員会等設置会社における報酬委員会

において決定が義務づけられる執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方

針（会社法 409 条 1 項）の具体的な内容は法務省令に委任されていないものの、その方

針の具体的な内容は、監査役会設置会社（公開会社かつ大会社に限る）である有価証券

報告書提出会社又は監査等委員会設置会社において決定が義務づけられる取締役の個人

別の報酬等の内容についての決定に関する方針（改正会社法 361 条 7 項）について具体

的に規定する会社法施行規則案 98条の 5に定める各方針と別異に解する必要はないと考

えられる。 

 

(6) 会社法施行規則案 121条 6号の 2 

［意見］ 

同号は、会社法施行規則案 121 条 6 号に定める方針以外の「各会社役員の報酬等の額

又はその算定方法に係る決定に関する方針」の決定方法及びその方針の内容の概要の開

示が求められているが、例えば、会計不祥事等があった場合において既に決定された業

績連動報酬等の返還を求める、いわゆるクローバックに関する方針や、報酬等として付

与された株式について一定期間の保有を義務づける持株ガイドラインが定められている

場合に、これらの方針の開示が求められる趣旨であるかを確認したい。 

［理由］ 

会社法施行規則案 121 条 6 号において開示の対象となる取締役又は執行役の個人別の

報酬等の決定の方針の具体的な内容は、会社法施行規則案 98条の 5において明らかにさ

れたにもかかわらず、会社法施行規則案 121 条 6 号の 2 は、同条 6 号に定める方針以外

の「各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針」とされ、その

内容は曖昧なままである。この点、例えば、実務では、会計不祥事等があった場合の既

に決定された業績連動報酬等の返還を求める、いわゆるクローバックに関する方針や、

報酬等として付与された株式について一定期間の保有を義務づける持株ガイドラインが

定められることがあるが、これらの方針の開示が求められる趣旨であるかを確認した

い。 

 

(7) 会社法施行規則案 121条 6号の 3イ 

［意見］ 

同号イは、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の委任を受ける者の氏名並びに

当該株式会社における地位及び担当の開示を求めているが、委託先が代表取締役ではな

く、任意に設置される報酬委員会である場合であっても、開示を求める趣旨であるか確

認したい。仮に開示を求める趣旨である場合は、委託先が自然人を想定した文言となっ

ている同号イの「氏名」並びに「地位」及び「担当」との関係で、任意に設置された報



酬委員会が委託先である場合の開示内容について明らかにされたい。 

［理由］ 

実務上、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬額を代表取締役に再一任する場

合だけでなく、取締役の個人別の報酬額の決定プロセスの透明性・独立性・客観性や、

代表取締役等に対する監督の実効性を確保する観点から、社外取締役から構成される任

意の報酬委員会に再一任する場合もあり、ガバナンスの観点から望ましいプラクティス

であると考えられる。しかしながら、会社法施行規則 121 条 6 号の 3 イは、委託先が代

表取締役等の自然人であることを想定して、委託先の「氏名」並びに「地位」及び「担

当」という文言が使用されているが、当該文言を見る限り、委任先が任意の報酬委員会

である場合に、その開示を求める趣旨であるか明らかではない。取締役の個人別の報酬

額の再一任先がどこであるかはカバナンス上重要であることに鑑みれば、委任先が任意

の報酬委員会である場合も開示が求められると考えられる。その場合は、任意の報酬委

員会に委任している旨を開示すれば足りるのか、それとも、報酬委員会の構成員である

各委員の「氏名」並びに「地位」及び「担当」まで開示しなければならないのかを明ら

かにすべきである。 

 

4 会社補償・役員等賠償責任保険契約に関する規定 

(1) 会社法施行規則 121条 3号の 4 

［意見］ 

同号は、株式会社が会社役員に損失を補償したこと及びその補償した金額を事業報告

で開示することを求めているが、当該事業年度中に複数の会社役員に損失を補償した場

合に、事業報告において個別の会社役員ごとに開示する必要はなく、まとめて開示する

ことで足りるという趣旨であることを確認したい。 

［理由］ 

会社補償を受けた会社役員の氏名又は名称の開示が見送られた法制審議会会社法制

（企業統治等関係）部会の審議過程や文言も単に「会社役員」とされていることに鑑み

れば、当該事業年度中に複数の会社役員に損失を補償した場合に、事業報告において個

別の会社役員ごとに開示する必要はなく、まとめて開示することで足りるという趣旨で

あると解すべきである。 

 

(2) 会社法施行規則 121条の 2第 2号 

［意見］ 

・ 同号は、「被保険者の範囲」とされていることから、被保険者が複数の場合には、

個別の被保険者の氏名の開示までは不要であり、例えば、「取締役●名」等の抽象的

な記載で足りることを確認したい。 

・ 親会社が子会社（いわゆる記名子会社）の役員分を含めて役員等賠償責任保険契約

を締結している場合に、親会社の事業報告において子会社の役員等について開示する



必要があるのかどうかについて確認したい。仮に開示する必要がある場合には、子会

社の事業報告において重ねて開示する必要はないことを確認したい。 

［理由］ 

同号は、被保険者の「氏名又は名称」とされておらず、「範囲」とされていることか

ら、個別の被保険者の氏名の開示は不要であり、例えば、「取締役●名」等の抽象的な

記載で足りると考えられる。 

親会社が子会社（いわゆる記名子会社）の役員分を含めて役員等賠償責任保険契約を

締結している場合に、会社法施行規則案 121 条の 2 で事業報告の開示事項の対象となる

のは、会社（この場合は親会社）の役員等（会社法 423 条 1 項で定義される）を被保険

者とする役員等賠償責任保険契約とされているため、形式的には、親会社の事業報告に

おいて親会社の役員のみを被保険者として開示すれば足りるとも考えられる。他方で、

親会社が子会社の役員分を含めて役員等賠償責任保険契約を締結している場合には、保

険金の支払限度額が親会社の役員等と子会社の役員等で共有される等親会社の役員等に

係る保険契約と子会社の役員等に係る保険契約が密接不可分となり一体のものであると

解することが合理的であることや、改正会社法施行規則案 121 条の 2 第 2 号と第 3 号の

文言を比較すると、第 3 号においては、被保険者である役員等について「当該株式会社

の役員等に限る」という限定が付されているが、第 2 号の被保険者についてはかかる限

定が付されていないことに鑑みると、被保険者の範囲として、親会社の役員等だけでな

く、子会社の役員等についても開示する必要があるとも考えられる。この点、解釈に委

ねられているが、実務上、親会社において子会社の役員分を含めた D&O 保険契約を締結

している場合が多く見られることから、いずれの考え方に基づき開示を行うべきかの解

釈を明確にするか、文言上それを明らかにすべきである。 

仮に、親会社の事業報告において子会社の役員等についても開示すべきという場合に

は、子会社の事業報告において重ねて開示する必要はないと解すべきである。 

 

5 株主総会資料の電子提供に関する規定 

(1) 会社法施行規則案 95条の 3第 1号 

［意見］ 

同号で記載を求められる URLは、いわゆるトップページでよいことを確認したい。 

［理由］ 

現行法上、電子公告の URL を公告する際は、トップページを示すことでよいこととさ

れている。株主総会の実務上、株主総会資料を直接閲覧するウェブページのアドレスは

アップロード直前まで確定しないことが多く（株主総会資料が PDF 形式でアップされる

場合に、当該 PDF 文書を直接開くことができる URL は、株主総会資料の作成準備との関

係で、直前まで確定しないことが多い）、実際に資料の電子提供措置がされているペー

ジの URLを招集通知に記載することは、実務的に困難なことが想定される。 

 



(2) 会社法施行規則案 95条の 4第 1項 4号 

［意見］ 

電子提供措置事項記載書面への記載を省略することができる書類として、連結計算書

類の全てを含めるべきである。 

［理由］ 

現行法の下では、連結計算書類は全てウェブ開示によるみなし提供が認められている

（会社計算規則 133条）。にも拘らず、会社法施行規則案 95条の 4第 1項 4号は、連結

貸借対照表及び連結包括利益計算書については、電子提供措置事項記載書面から記載を

省略することができないものとされている。これは、株主総会資料の電子提供制度をは

じめとする株主総会手続のデジタル化に明らかに逆行した内容であって、適切とは思わ

れない。 

 

以 上 
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